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            午前１０時０４分 開会 

○議長（原田定信君） 現在の出席議員は１９名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから平成１８年第４回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（原田定信君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名者は、会議規則第１１８条の規定により、１２番岩本雅雄君、１３番稲井隆

伸君の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（原田定信君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、１１月２７日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果

について委員長の報告を求めます。 

 月岡議会運営委員長。 

○議会運営委員長（月岡永治君） おはようございます。１２月になりまして本当に寒い

日でございます。お忙しいところを皆さん方にはお元気で議会にご参加いただきまして、

本当にありがとうございます。 

 議長の指名がございました。去る１１月２７日に開催いたしました１２月の定例会の運

営に関する当委員会の協議の結果についてご報告いたします。 

 まず、会期についてでございます。本日から１２月２２日までの１９日間と決定いたし

ました。 

 審議日程につきましては、１１日、１２日は本会議で一般質問、代表質問、１３日が本

会議で議案に対する質疑であります。１５日、１８日、１９日が委員会審査であります。

なお、２２日は本会議での審議が決まっております。 

 その他の運営については、議長において適宜善処されるよう決定いたしました。 

 以上、委員長報告といたします。 

○議長（原田定信君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から１２月２２日までの１９日間とすることにご異議
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ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（原田定信君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から１２月２２日まで

の１９日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（原田定信君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 議員各位には本年最終の議会となります本日の第４回定例会にご出席いただき、ありが

とうございます。 

 まず、議会関係でありますが、９月議会以降本日までに受理いたしました陳情等の報告

書を前もってお手元に配付いたしましたので、十分お目通しを願います。 

 次に、議長として去る１１月２４日、フォーラム「四国はひとつ、四国の未来は∞（無

限大）」が東京憲政記念館で開催されました。四国の発展のため、道路整備と利用促進を

考える四国８の字ネットワークづくりを目指すもので、四国４県の知事等が公開の場で討

論するものでありました。 

 次に、地方自治法第２３５条の２第１項及び公営企業法第２７条の２第１項の規定に基

づく月例現金出納検査の８月、９月及び１０月分の結果について、監査委員より正確であ

るとの報告を受けております。 

 以上、諸般の報告といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 行政報告 

○議長（原田定信君） 日程第４、行政報告を市長に求めます。 

 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） おはようございます。１２月に入りまして急に寒くなってきた

わけでございますが、議員各位には何かとお忙しい中をきょうの議会にご出席を賜りまし

て、本当にありがとうございます。心から厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、行政全般にわたりまして、いろいろなことにつきましてご報告をしたいと思

います。 

 まず、去る１１月１５、１６の両日でございますけれども、東京におきまして全国市長

会の理事、評議委員会の合同会議がございまして、そこで私も出席をさせていただきまし
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た。そして、翌日の全国の市長会におきまして、１４件の重点要望事項等を取りまとめま

して実行運動を行うことを決定をいたしました。 

 また、四国治水期成同盟連合会として国土交通省に要望活動を行いました。 

 また次に、２０日から２２日にかけましては、四国横断線改良促進期成同盟会として国

土交通省などへの要望活動を行うとともに、日本林道協会総会にも出席をいたしました。 

 また、２４日には、総務省自治財政局交付税課長に地方交付税についてお願いを申し上

げ、その後原田議長と一緒に四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会に出席を

いたしました。 

 また、１２月１日には道路整備の促進を求める全国大会にも出席し、要望活動を行って

まいりました。 

 また、さかのぼりますけれども、１１月３０日には、東京におきまして日本簡易水道整

備期成同盟会の大会がございまして、昨年本市におきましては、大影地区におきまして簡

易水道事業の大きな事業を実施いたしましたそのことのお礼も兼ね、あわせまして本市に

はまだ石綿管がかなり残っておりますので、石綿管の更新等につきましても強く要望をし

てまいりました。 

 また、昨年より議員各位を初め多くの方にご心配をおかけしておりました御所小学校校

舎が完成し、１１月１９日同校体育館において、全校児童とことし３月卒業した土成中学

校１年生や学校関係者が出席し、落成式を厳粛に行いました。２１日からは新校舎で授業

を行っており、生徒の皆さんに大変喜ばれております。 

 また、本市議会と阿北環境整備組合議会において可決いたしておりました阿北環境整備

組合に上板町が加入する規約の変更につきまして、１１月２７日、残っておりました吉野

川市、神山町、上板町のそれぞれの議会で可決をいたしましたことをご報告申し上げま

す。また同時に、県に対しましてもこれの認可申請を去る１１月２８日に行いました。 

 以上を申し上げまして、簡単でございますけれども、ごあいさつと行政報告といたしま

す。終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第１６６号 第１次阿波市総合計画基本構想について 

       議案第１６７号 平成１８年度阿波市一般会計補正予算（第４号）につい 

               て 

       議案第１６８号 平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 
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               ３号）について 

       議案第１６９号 平成１８年度阿波市老人保健特別会計補正予算（第２ 

               号）について 

       議案第１７０号 平成１８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３ 

               号）について 

       議案第１７１号 平成１８年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算 

               （第２号）について 

       議案第１７２号 平成１８年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）に 

               ついて 

       議案第１７３号 土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例の制 

               定について 

       議案第１７４号 阿波市多目的研修集会施設及び集会所の設置及び管理に 

               関する条例の一部改正について 

       議案第１７５号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

       議案第１７６号 阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について 

       議案第１７７号 阿波市水道事業給水条例の一部改正について 

       議案第１７８号 徳島県後期高齢者医療広域連合の設立について 

       議案第１７９号 阿波市立阿波図書館の指定管理者の指定について 

       議案第１８０号 阿波市立市場図書館及び阿波市立市場歴史民俗資料館の 

               指定管理者の指定について 

       議案第１８１号 阿波市立土成図書館及び阿波市立土成中央公民館の指定 

               管理者の指定について 

       議案第１８２号 阿波市立吉野笠井図書館の指定管理者の指定について 

○議長（原田定信君） 日程第５、議案第１６６号第１次阿波市総合計画基本構想につい

てから議案第１８２号阿波市立吉野笠井図書館の指定管理者の指定についてに至る計１７

件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） それでは、議長の許可を得ましたので、本日提案いたしており

ます議案について提案理由の説明を申し上げます。 

- 7 - 



 提案いたしております議案は、平成１８年度の補正予算６件、条例の制定１件、条例の

一部改正４件、その他２件の計１３件でございます。 

 まず、議案第１６６号は第１次阿波市総合計画基本構想について、あわ北新市まちづく

り計画の施策並びに市民ニーズの動向や社会経済情勢の変化を十分に踏まえ、自立した地

域経営を推進するための総合指針として第１次阿波市総合計画基本構想を策定いたしまし

たので、地方自治法第２条第４項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第１６７号は平成１８年度阿波市一般会計補正予算（第４号）でございまし

て、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億５，７００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を１９１億６，４３９万７，０００円といたしております。 

 次に、議案第１６８号は平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億３，８５２万２，０００円

を追加いたします。歳入歳出予算の総額を４２億６，９４７万８，０００円といたしてお

ります。 

 次に、議案第１６９号は平成１８年度阿波市老人保健特別会計補正予算（第２号）でご

ざいますけれども、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４００万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を５２億４，８００万円といたしております。 

 次に、議案第１７０号は平成１８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号）でご

ざいますけれども、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８３２万２，０００円を

追加し、歳入歳出の総額を３６億１５８万５，０００円といたしております。 

 次に、議案第１７１号は平成１８年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８万６，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１億３，４４６万５，０００円といたしております。 

 議案第１７２号は平成１８年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）でございます

が、収益的収入及び支出の補正で支出補正予算予定額を２６５万５，０００円、資本的収

入及び支出の補正で収入補正予算予定額を３，６１９万５，０００円、支出補正予定額を

１，５００万円といたしております。 

 次に、議案第１７３号は土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例の制定及び

議案第１７４号阿波市多目的研修会施設及び集会所の設置及び管理に関する条例の一部改

正について、今後の指定管理者制度導入に向けてそれぞれの条例を整備いたすものでござ

います。 
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 議案第１７５号は阿波市国民健康保険税条例の一部改正につきまして、合併後不均一課

税でありました国民健康保険税を統一いたしたいので、改正をお願いするものでございま

す。 

 次に、議案第１７６号は阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正につきましても、市

立幼稚園の保育料を統一する条例改正でございます。 

 次に、議案第１７７号は阿波市水道事業給水条例の一部改正につきまして、合併後不均

一でありました水道料金について、阿波市水道料金等審議会より統一料金の答申をいただ

きましたので、庁内協議の結果、条例改正をお願いするものでございます。 

 次に、議案第１７８号は徳島県後期高齢者医療広域連合の設立につきまして、健康保険

法等の一部を改正する法律の規定により、平成１９年２月１日から高齢者医療確保法の施

行の準備をするとともに、平成２０年４月１日から後期高齢者医療の事務を処理するた

め、地方自治法第２８４条第３項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 続きまして、先般の議会運営委員会においてお願いいたしておりました追加議案の提案

を申し上げます。 

 追加議案は、指定管理者の指定議案４件でございます。 

 議案第１７９号は阿波市立阿波図書館の指定管理者の指定についてから議案第１８２号

阿波市立吉野笠井図書館の指定管理者の指定についてまでの４件の議案につきましては、

本市で初めての公募による指定管理者の指定をいたしたいと思いますので、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は、担当部長より説明いたしますので、十分ご審議の上、ご決議くださいますようお願い

申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

○議長（原田定信君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１０時２０分 休憩 

            午前１０時２３分 再開 

○議長（原田定信君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 八坂企画部長。 

○企画部長（八坂和男君） おはようございます。 
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 議案第１６６号第１次阿波市総合計画基本構想について補足説明をいたします。 

 第１次阿波市総合計画の基本構想を別添のとおり定めることについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２条第４項の規定により議会の議決を求める。 

 平成１８年１２月４日提出。阿波市長小笠原幸。 

 今回の総合計画は、市長へのトップインタビューや市民アンケート、まちづくり座談

会、各課ヒアリングなどをもとに、庁内の各課長等で組織するワーキンググループや助役

を委員長とし各部長で組織する計画策定委員会、学識経験者や関係団体の代表者で組織す

る審議会での協議、またパブリックコメント等を行い、１１月１７日に総合計画審議会の

答申を受け、策定をいたしました。 

 この第１次阿波市総合計画は、第１編が序論、第２編が基本構想、第３編が基本計画で

構成されております。 

 それでは、１枚めくっていただきまして、基本構想の目次をごらんいただきたいと思い

ますが、第１編序論につきましては、計画策定の意義や計画の役割、構成などの基本的な

ことを示した第１章計画策定にあたってと第２章阿波市の特性と課題で構成されていま

す。第２編基本構想は、第１章阿波市の将来像、第２章人口目標と土地利用の方向、第３

章施策の大綱、第４章未来を築く重点施策で構成されています。また、基本構想の全体の

流れ、構成を概略的にまとめた資料として、最終の６１ページに第１次阿波市総合計画

「わたしの阿波未来プラン」基本構想の構成を示してあります。 

 それでは、ページを追って大筋に説明をさせていただきます。 

 ２ページをお開きください。 

 初めに、計画策定の意義でございますが、今回の総合計画はあわ北新市まちづくり計画

及び旧４町の総合計画に基づき、また直近の市民ニーズの動向や社会経済情勢の変化を十

分に踏まえ、地方分権時代の新たな市民参画、協働のための、また自立した地域経営を推

進するための総合指針として策定をしました。 

 続いて、３ページですが、計画の役割についてですが、総合計画とは、自治体にとって

すべての行政活動の基本となる最上位計画であり、地方自治法第２条第４項に、「市町村

は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計

画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければなら

ない」と定められています。 

 この第１次阿波市総合計画は、こうした位置づけを踏まえて策定をし、第１に、阿波市
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民の“住民力”を結集するための「参画・協働の総合指針」、第２に、自立した阿波市を

創造・経営するための「地域経営の総合指針」、第３に、国・県・周辺自治体に対する

「阿波市の主張」としての役割を持ちます。 

 続いて、４ページですが、計画の構成と期間についてですが、基本構想は平成１９年度

から２８年度までの１０年間、基本計画、前期計画として平成１９年度から２３年度まで

の５年間、実施計画では３年間の計画期間となっています。 

 続いて、５ページから８ページにかけましては、阿波市の概況として、位置と地勢及び

人口と世帯を記載してあります。平成１７年国勢調査で見ると総人口は４万１，０７６

人、世帯数は１万３，０７６人となっており、少子・高齢化と核家族化がますます進行し

ていることを示しています。 

 続いて、９ページから１２ページまでですが、阿波市の特性として、本市の伸ばすべき

特性を記載しています。特性としましては、「郷土愛と奉仕精神あふれる人が住み、ボラ

ンティア活動を初め市民活動が活発な市民パワーのまち」を上げています。 

 続いて、１３ページから１８ページでございますが、市民ニーズの動向ということで、

市民アンケート調査の結果から、市への愛着度と今後の定住意向、市の各環境に対する満

足度と重要度、そしてまちづくりの方向性の設定に最も参考となる今後のまちづくりの特

色、市の重点施策についてまとめております。 

 次に、１９ページから２２ページにつきましては、阿波市を取り巻く時代潮流というこ

とで、踏まえるべき直近の代表的な時代潮流を７つ示しています。特に大きく変化してき

ているのは、地方分権が今まさに実行段階を迎え、住民協働に基づいた自立力が求められ

ること、全国的にもついに人口減少時代を迎えたこと、安全、安心への意識が急速に高ま

っていることなどでございます。 

 次に、２３ページから２５ページにつきましては、阿波市の発展課題ということで、こ

れまでの概況や特性、市民ニーズ、時代潮流を総合的に勘案し、悪いところや問題点を挙

げるのではなく、あくまでも特性を伸ばす視点からの発展的な課題、こういうニーズを踏

まえて、こういう特性を伸ばして、こうしたらもっとよくなるという発展課題を６つ取り

上げております。 

 次に、２６ページからが第２編の基本構想になります。 

 第１章阿波市の将来像として、基本理念は新市まちづくり計画の基本理念である参画、

創造、自立によるまちづくりを尊重し、充実して「協働・創造・自立のまちづくり」とし

- 11 - 



ました。 

 次に、２８ページでございますが、阿波市の将来像については、序論及び基本理念を総

合的に勘案し、新市まちづくり計画を基本とすること、市章はこの言葉をもとにデザイン

されていること等を尊重し、阿波市の将来像に最もふさわしいものとして、「あすに向か

って人の花咲くやすらぎ空間・阿波市」としました。 

 次に、２９ページから３５ページですが、この将来像、やすらぎ空間を構成するすこや

か空間、かいてき空間、にぎわい空間を実現するため目標を定めたもので、いわゆる分野

ごとの柱です。まず、１番目は、教育、文化分野で「人が輝くまちづくり」、２番目は、

健康、福祉、危機管理分野で「安全・安心のまちづくり」、３番目は、環境保全、生活環

境分野で「美しい環境のまちづくり」、４番目は、生活基盤分野で「生活基盤の充実した

まちづくり」、５番目は、産業分野で「産業が発展するまちづくり」、６番目は、共生、

協働、行財政分野で「共に生き共に築くまちづくり」としています。それぞれの基本目標

の下に展開する施策項目として、学校教育の自立、また生涯学習の充実など全体で３４項

目を設定をいたしております。 

 次に、３６ページから４０ページにかけましては、人口の目標と土地利用の方向を記載

しています。１０年後の人口目標の設定につきましては、これまでの人口推移を見ると今

後も減少することが予想されますが、将来の発展方向を総合的に勘案し、定住、交流基盤

の整備や産業の振興などにより人口減少に歯どめをかけ、現状程度の人口規模を確保する

べきであるとの考えから、４万１，０００人と設定いたしました。 

 次に、土地利用の方向についてですが、土地利用はまちづくりの最も基本的な要素であ

り、本市の発展に直結する極めて重要な問題であることから、市民の参画、協働のもとに

検討を重ねた上での全体の合意を図っていく必要があることから、ここでは基本方針と主

要区域別の方向だけを示しています。 

 次に、４１ページから５６ページにかけてですが、このページについては、施策の大綱

を示しています。施策の大綱については、基本目標の下に展開する、先ほど申し上げまし

たように、３４項目の施策について、その項目ごとにどういった施策を行っていくのかの

大筋、あらましを定めています。具体的には、項目ごとに１０行程度で文章化しています

が、これはさきに説明いたしましたアンケート調査やまちづくり座談会、各課による提案

シート、ヒアリング等を踏まえ、最新の状況を反映して作成をいたしました。 

 続いて次に、５７ページから６０ページでございますが、このページでは未来を築く重
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点施策を示しています。将来像を実現するためには、施策の大綱に基づく各分野の施策を

総合的、計画的に推進していくことが必要ですが、それらの施策の中で特に重点的に取り

組むべき施策を抽出し、未来を築く重点施策として位置づけています。重点施策の具体例

としては、人が輝くまちづくりであれば、学校教育環境の整備や生きる力の育成を重視し

た教育内容の充実等でございます。 

 そして、最終６１ページには、基本構想の構成として、今までご説明をいたしました全

体をまとめてあります。 

 以上、第１次阿波市総合計画基本構想についての説明といたします。ご議決いただきま

すように、よろしくお願いいたします。 

○議長（原田定信君） 山下総務部長。 

○総務部長（山下紘志郎君） おはようございます。 

 議案第１６７号平成１８年度阿波市一般会計補正予算（第４号）につきまして、補足説

明をいたします。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億５，

７００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９１億６，４３９万７，

０００円とするものでございます。 

 地方債の補正、第２条、地方債の追加は第２表地方債補正による。 

 平成１８年１２月４日提出。阿波市長小笠原幸。 

 ６ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正、今回追加分として臨海型廃棄物最終処理場対策金負担金に充当する

ため、一般廃棄物処理施設整備事業債して、限度額を１億円として設定するものでござい

ます。起債の方法につきましては証書借入とし、利率、償還方法は記載のとおりでござい

ます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書、歳入のうち主なものについて説明をいたします。 

 １０款地方交付税、補正額２億９１９万８，０００円、以下１４款国庫支出金３，３９

５万３，０００円、１８款繰入金１，３００万円、１９款繰越金４，８１２万５，０００

円、２１款市債１億円、以上、補正額４億５，７００万円を追加し、歳入合計を１９１億

６，４３９万７，０００円とするものです。 

 １０ページをお願いいたします。 
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 続いて、歳出のうち主なものについて説明をいたします。 

 ２款総務費、補正額７，８１６万７，０００円、以下３款民生費６，６２３万３，００

０円、４款衛生費８，１９３万６，０００円、６款農林水産業費２億２，１１３万２，０

００円、以上、補正額４億５，７００万円を追加し、歳出合計を歳入同様１９１億６，４

３９万７，０００円とするものでございます。 

 なお、補正額の財源内訳につきましては、右側の１１ページのとおり、特定財源といた

しまして国・県支出金５，２４１万３，０００円、地方債１億円、その他３，８７２万

３，０００円、一般財源といたしまして２億６，５８６万４，０００円といたしておりま

す。 

 １２ページをお願いします。 

 歳入の内容につきまして、主なものについて説明をいたします。 

 １０款地方交付税、補正額２億９１９万８，０００円、地方交付税のうち普通交付税に

つきまして、９月議会でも説明いたしましたように、本年度の交付額は６１億４，９６６

万８，０００円と確定いたしております。このため、今回残りの２億９１９万８，０００

円を一般財源へ充当すべく計上いたしております。 

 なお、昨年度の普通交付税は、総額６３億９，８７５万３，０００円でございます。し

たがいまして、昨年度に比べまして本年度普通交付税は、約２億５，０００万円減額いた

しております。 

 一番下、１４款国庫支出金のうち１項３目民生費国庫負担金、補正額４，０１８万５，

０００円。内訳につきましては、右ページのとおり、３節児童福祉費負担金３３６万円、

４節生活保護費負担金３，６８２万５，０００円でございます。 

 １４ページをお願いいたします。一番下、１５款県支出金のうち２項６目農林水産業費

県補助金、補正額２，２９２万９，０００円。主なものといたしましては、右ページのと

おり、１節農業費補助金として徳島強い農林水産業づくり補助金の２，８９６万５，００

０円でございます。 

 １６ページをお願いいたします。１８款繰入金、１項８目土地改良事業基金繰入金、補

正額１，３００万円。この措置につきましては、土地改良事業基金を取り崩しまして国営

吉野川北岸地区償還助成金へ充当いたすものでございます。 

 続いて、１９款繰越金、補正額４，８１２万５，０００円。この繰越金につきまして

は、９月議会で平成１７年度決算認定について承認をいただいたとおり、前年度からの繰
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り越しとして調整し、累計額を合計４億４，６８２万６，０００円といたしております。 

 １８ページをお願いします。２０款諸収入、４項４目雑入、補正額２，５５６万４，０

００円。この雑入につきましては、国営吉野川北岸土地改良事業特別型計画償還助成事業

助成金でございます。このため、６節の農林水産業雑入として国営吉野川北岸地区償還助

成金へ充当するものでございます。 

 ２１款市債、１項４目衛生債、補正額１億円。この市債につきましては、先ほど地方債

補正で説明しましたとおり、臨海型廃棄物最終処理場対策基金負担金に充当するため、２

節の一般廃棄物処理施設整備事業債として発行するものでございます。 

 続いて、２０ページをお願いいたします。 

 歳出の内容について、主なものについて説明をいたします。 

 最初に、一般職員の給料、職員手当、共済費等人件費関係の予算について、本年度中に

発生いたしました職員の育児休業や死亡、また共済費の追加費用の負担率低下等の理由に

より当初予算に比べ変更となる部署については、今回の補正予算で、第２款総務費から第

１０款教育費までそれぞれ年度末を見越しまして所要の調整をいたしております。なお、

こうした人件費関係の説明につきましては省略をさせていただきます。 

 ２６ページをお願いします。３款民生費のうち１項１目社会福祉総務費、補正額３９５

万６，０００円。主なものといたしましては、右ページ、８節報償費の１００万円でござ

いますが、当初の見込みより本年度出生児が多いため、出産祝い金費として今回１００万

円追加いたしております。 

 続いて、２項老人福祉費のうち１目老人福祉総務費、補正額５４５万２，０００円。主

なものといたしましては、右ページの２８節介護保険特別会計への繰出金の８４５万２，

０００円でございます。 

 ２８ページをお願いします。３項児童福祉費のうち２目児童手当費、補正額８０７万

１，０００円。この内訳といたしましては、右ページ、２０節扶助費といたしまして児童

手当費７０９万円、児童扶養手当費９８万１，０００円でございます。 

 ３０ページをお願いいたします。４項生活保護費のうち２目扶助費、補正額４，９１０

万円。本年度生活保護世帯が当初見込みより増加いたしておりますので、右３１ページの

とおり２０節の扶助費といたしまして４，９１０万円追加いたしております。この財源内

訳につきましては、左側の３０ページでございますが、国庫支出金といたしまして３，６

８２万５，０００円、一般財源は１，２２７万５，０００円でございます。 
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 続きまして、４款衛生費のうち１項４目保健事業費、補正額減額の２，３００万円。こ

の減額理由といたしましては、右ページのとおり基本健診の集団健診、また個別検診等の

受診者が当初の見込みより少ないため、１３節の委託料で２，３００万円減額をいたして

おります。 

 続いて、一番下の２項清掃費のうち１目清掃総務費、補正額１億９１万２，０００円。

主なものといたしましては３３ページをお願いいたします。１９節負担金補助及び交付金

の臨海型廃棄物最終処理場対策基金負担金としての１億１３１万２，０００円でございま

す。なお、先ほど説明いたしましたように、この財源につきましては起債で１億円充当い

たしております。 

 続いて、６款農林水産業費のうち１項５目農業振興費、補正額３，４３５万３，０００

円。主なものといたしましては、右ページの１９節負担金補助及び交付金の３，４６５万

３，０００円で、内容といたしましては、徳島強い農林水産業づくり事業補助金といたし

まして、市内のＪＡ等の６農業団体への補助金でございます。なお、この財源内訳につき

ましては、左の３２ページのとおり県支出金２，８６６万５，０００円、一般財源は５６

８万８，０００円でございます。 

 ３４ページをお願いします。２項農地費のうち６目吉野川北岸農業用水費、補正額１億

８，４３９万４，０００円。この内容につきましては、吉野川北岸農業用水費としての国

営吉野川北岸地区償還助成金でございます。なお、この財源内訳につきましては、左の３

４ページのとおり、特定財源といたしまして基金からの繰入金１，３００万円、農林水産

業雑入としての諸収入２，５５６万４，０００円、一般財源は１億４，５８３万円といた

しております。なお、この一般財源の１億４，５８３万円のうち５，４４０万円につきま

しては、本年度地方交付税で算入されておりますので、実質市からの持ち出し分は約９，

１００万円でございます。 

 続いて、３６ページから４０ページにかけましては、８款土木費でございますが、今後

の事業の進捗等年度末を見越しまして、それぞれ所要の予算構成をいたしております。 

 最後に、４２ページをお願いします。１０款教育費のうち４項１目幼稚園費、補正額１

４２万５，０００円。主なものといたしまして、右ページの１１節修繕費としての需用費

１２０万円でございます。この修繕費の内容は、土成幼稚園を除きます市内８つの幼稚園

のトイレが現在旧式の和式でございますので、洋式に改修するものでございます。 

 以上、簡単ですが、補足説明を終わります。ご審議の上、どうか議決いただきますよう
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よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（原田定信君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） おはようございます。 

 議案第１６８号平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

補足説明をさせていただきます。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億３，

８５２万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億６，９４

７万８，０００円と定めるものでございます。この補正予算の主なものにつきましては、

歳出の保険給付費といたしまして２億６，１７６万２，０００円の増加でございます。こ

れは一般被保険者の療養給付費及び療養費の増加でございます。本年度内に予算の不足が

見込まれるための補正、それと退職被保険者が当初見込みより増加したために生じる補正

予算をお願いするものでございます。 

 ２ページ、３ページをお開きをいただきたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算補正、歳入で、１款１項で療養給付費交付金、今回の補正額が１億

７，１４４万８，０００円でございます。これは退職者被保険者の増加に伴う給付交付金

の増加でございます。８款２項の基金繰入金、補正額５，０２２万６，０００円でござい

ます。これは医療給付費の増加に伴う繰入金でございます。９款１項で繰越金、補正額が

１，６８６万８，０００円。補正額計で２億３，８５２万２，０００円を追加いたしまし

て、歳入合計で４２億６，９４７万８，０００円と定めるものでございます。 

 次に、歳出で、２款保険給付費、１項の療養諸費で補正額が２億２，８５９万３，００

０円、２項で高額療養費３，３１６万９，０００円、３款１項で老人保健拠出金マイナス

の７７４万円、４款１項で介護給付費、これもマイナスの１，５５０万。補正額計で２億

３，８５２万２，０００円を追加いたしまして、歳出合計を４２億６，９４７万８，００

０円と定めるものでございます。 

 なお、詳しい内容につきましては、１０ページ以降をごらんいただきたいと思います。 

 以上で平成１８年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についての概要説

明を終わります。 

 次に、議案第１６９号平成１８年度阿波市老人保健特別会計補正予算（第２号）につい

て補足説明をさせていただきます。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４００万
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円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２億４，８００万円と定めるもの

でございます。この補正予算は、高額療養費、治療用装具、マッサージ等の費用の増加に

伴う不足額が年度内で４００万円程度見込まれるために今回補正をお願いするものでござ

います。 

 ２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算補正、歳入で、１款１項の支払基金交付金で補正額２００万円、２

款１項で国庫支出金、補正額は１３３万３，０００円、３款の１項で県支出金３３万３，

０００円、４款１項で一般財源の繰入金で３３万４，０００円。補正額計で４００万円を

今回追加いたしまして、歳入合計を５２億４，８００万円と定めるものでございます。 

 次に、歳出で、１款１項医療諸費、補正額が４００万円を追加して、歳出合計を５２億

４，８００万円と定めるものでございます。 

 以上で平成１８年度阿波市老人保健特別会計補正予算（第２号）の概要説明を終わりま

す。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原田定信君） 洙田健康福祉部長。 

○健康福祉部長（洙田藤男君） おはようございます。 

 議案第１７０号平成１８年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号）についての補

足説明をいたします。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８３

２万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億１５８万５，

０００円とするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳入についてご説明申し上げます。 

 ３款国庫支出金で１，５８０万６，０００円、内訳といたしまして、１項国庫負担金で

３８５万円、２項国庫補助金で１，１９５万６，０００円。 

 ５款県支出金マイナスの５９３万６，０００円。内訳といたしまして、１項県負担金で

減額の３８５万円、３項県補助金で減額２０８万６，０００円。 

 ８款繰入金８４５万２，０００円、一般会計からの繰入金で８４５万２，０００円。 

 歳入補正合計１，８３２万２，０００円を追加し、予算の総額を３６億１５８万５，０

００円といたしております。 

 ３ページ、歳出についてご説明申し上げます。 
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 １款総務費の１項総務管理費で減額の３２６万４，０００円、これにつきましては人件

費で１，８２６万４，０００円の減額をいたしまして、負担金で１，５００万円の増額を

いたしております。 

 ２款保険給付費につきましては、事業の構成のみで補正額は０でございます。 

 ５款地域支援事業費で１，９６３万７，０００円を追加いたしております。１款での減

額の人件費をこの５款に移行しております。補助事業の対象になるということで、専門職

２名分を追加いたしております。また、備品費といたしまして２４０万円を追加いたして

おります。 

 ７款諸支出金につきましては、１款の償還金及び還付加算金で３０万円、これは１号被

保険者の死亡に伴います還付金でございます。 

 ８款の予備費といたしまして１６４万９，０００円。 

 以上、歳出補正合計が１，８３２万２，０００円を追加いたしまして、予算の合計を３

６億１５８万５，０００円といたしております。 

 以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（原田定信君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 議案第１７１号平成１８年度阿波市農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）について補足説明をさせていただきます。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８万

６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，４４６万５，０

００円と定めるものでございます。この補正予算は、農業集落排水事業の加入者の利用料

を管理する電算システムで、これまで使用料を決定する基礎データとなる世帯人員の集計

資料の出力及び口座振りかえ済みの通知の処理ができなかったわけでございます。大変不

便を来していたということで、今回そのシステムの仕様変更を行いまして、事務の迅速

化、正確性を確保するための補正予算をお願いするものでございます。 

 ２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表歳入歳出予算の補正で、歳入、３款繰入金、１項で一般会計繰入金といたしまし

て補正額８８万６，０００円を追加いたしまして、歳入合計を１億３，４４６万５，００

０円と定めるものでございます。 

 次に、歳出で、１款総務費、１項で総務管理費、委託料でございますが、補正額８８万
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６，０００円追加をいたしまして、歳出合計を１億３，４４６万５，０００円と定めるも

のでございます。 

 以上で平成１８年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の概要説明を

終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原田定信君） 西岡水道課長。 

○水道課長（西岡 司君） おはようございます。 

 議案第１７２号平成１８年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）について補足説明

いたします。 

 第２条、平成１８年度阿波市水道事業会計予算（以下「予算」という）第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 支出、第１款水道事業費を７億４，９０８万１，０００円、補正予定額が２６５万５，

０００円、計７億５，１７３万６，０００円でございます。これは人件費でございます。 

 第３条、予算第４条本文括弧書き中、資本的収入が資本的支出額に対し不足する額「２

億３，２９９万９，０００円」を「２億１，１８０万４，０００円」に改め、当年度分損

益勘定留保資金「１億３，５６０万７，０００円」を「１億１，４４１万２，０００円」

に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入で、第１款資本的収入、既決予定額が６，２０３万円、補正予定額３，６１９万

５，０００円、計９，８２２万５，０００円でございます。 

 支出で、第１款資本的支出２億９，５０２万９，０００円、補正予定額１，５００万

円、計３億１，００２万９，０００円でございます。これは石綿管布設がえ工事の追加分

でございます。 

 ５ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出で、支出でございますが、補正額２６５万５，０００円で、人件費

でございます。説明のとおりでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出で、収入で、補正額３，６１９万５，０００円のうち国庫補助金が

６１９万５，０００円、企業債３，０００万円でございます。 

 支出といたしまして、右のページでございます。資本的支出で配水管布設がえ工事で

１，５００万円、工事請負費でございます。石綿管布設がえ工事でございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださいますよう
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お願いいたします。 

○議長（原田定信君） 秋山産業建設部長。 

○産業建設部長（秋山一幸君） おはようございます。 

 私の方から議案第１７３号、議案第１７４号について補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第１７３号土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例の制定につい

て。土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例を次のように定める。 

 平成１８年１２月４日。阿波市長小笠原幸。 

 この土成活力資源工房につきましては、管理運営等の実情に合わせまして条例を新たに

制定させていただくものでございます。場所につきましては、国道３１８号線の宮川内ダ

ムの道の駅の中に設置されております。名称は土成地域活力工房でございます。 

 施行日につきましては、平成１９年１月５日から施行をお願いしたいと思います。 

 続きまして、議案第１７４号でございますが、阿波市多目的研修施設及び集会所の設置

及び管理に関する条例の一部改正でございますが、先ほど議案第１７３号でご説明しまし

た土成地域活力工房につきまして、この旧土成町の集会施設の中に活力工房が包括的に入

れてありました。１０施設の集会施設の中に土成活力工房が入っておりましたので、この

条例の趣旨に合わないということで制定をするということで、割愛をさせていただくもの

でございます。 

 以上、議案第１７３号、議案第１７４号について補足を説明いたしました。ご審議の

上、ご承認のほどをよろしくお願いします。 

○議長（原田定信君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 議案第１７５号阿波市国民健康保険税条例の一部改正につい

て補足説明をさせていただきます。 

 この条例の一部改正は、町村合併の協議の中で国民健康保険税率を平成１８年度から統

一すると決定されておりましたが、諸般の事情によりまして遅くなって大変申しわけなく

思っております。本来５月に庁内で検討委員会を立ち上げまして、計４回検討を重ねてま

いりました。検討する中で、課題として医療費の抑制、収納率向上の対策が急務であり、

今後の重要な課題として取り組んでいくことといたしております。試行錯誤を繰り返しな

がらやっと結論が出ましたので、９月定例会の総務常任委員会及び１１月９日の議会全員

協議会でご報告することができました。十分な内容ではないかもわかりませんが、現段階

では精いっぱいの結論としてご理解を賜りたいと存じます。 
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 平成１９年度、平成２０年度の２年間、この税率でお認めをいただきまして、固定資産

の評価がえのあります平成２１年度には抜本的見直しを行いたいと考えております。一

部、家屋の評価漏れ等いろいろ問題点もございますが、とりあえず旧町時代の不均一の税

率を早く均一として、国保会計の健全化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 お手元に説明資料を配付させていただいております。それによりましてご説明申し上げ

ます。 

 税率の改正でございますが、今回お願いしますのが改正後の率で、医療給付費分、それ

の所得割額で１１．３％、資産割額が３３％、均一割額が２万６，０００円、平等割額が

２万７，０００円。 

 次に、介護給付金分でございますが、所得割額が２％、資産割額が５％、均等割額が

６，０００円、平等割額が６，０００円でございます。 

 それと、第１３条関係での保険税の減額でございますが、所得の低い世帯に対する軽減

措置として設けられております。減額総額といたしましては、医療給付費分が６割軽減で

均等割額１万５，６００円、平等割額が１万６，２００円、４割軽減で均等割額が１万４

００円、平等割額が１万８００円。介護給付金分で、６割軽減で均等割額が３，６００

円、平等割額が３，６００円、４割軽減で均等割額が２，４００円、平等割額が２，４０

０円。 

 以上でございます。 

 附則で、施行期日、この条例につきましては、平成１９年４月１日から施行するという

ことでございます。 

 以上で阿波市国民健康保険税条例の一部改正につきまして概要説明を終わらさせていた

だきます。ご審議の上、ご承認賜りますようどうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原田定信君） 岡島教育次長。 

○教育次長（岡島義広君） おはようございます。 

 私の方から、議案第１７６号阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について補足説

明をさせていただきます。 

 今回の条例改正は、市内９つの幼稚園の保育料及び保育時間等の統一に伴います改正で

ございます。阿波市立幼稚園保育料徴収条例の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号ただし書き及び同条第２号ただし書きを削る。 

 附則、この条例は平成１９年４月５日から施行する。 
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 条文中の第１号ただし書きとは、保育料についてでございます。土成中央保育園につき

ましては、１児童当たり月額６，４００円でございましたが、今回市内統一ということで

５，５００円に。続きまして、第２号のただし書きといいますのは、預かり保育の保育料

でございます。土成中央幼稚園につきましては、預かり保育は３，６００円でございまし

たが、市内統一ということで４，５００円にするものでございます。 

 なお、対象児童数につきましては、土成中央幼稚園、来年の園児数は１５０名、それか

ら預かり保育については５９名ということで、１カ月当たり８万１，９００円ほどの減額

になろうかと思います。 

 以上で議案第１７６号の関係について補足説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜り

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（原田定信君） 西岡水道課長。 

○水道課長（西岡 司君） 議案第１７７号阿波市水道事業給水条例の一部改正について

補足説明いたします。 

 給水条例の一部改正について、第２３条第１項中ただし書きを削り、第３１条中「別表

第２」を「別表第１」に改め、第３８条中「別表第３に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

給水区域」を「別表２の左欄に掲げる手数料の種別の区分に応じ、同表の右欄」に改め

る。第４０条第１項中「第４」を「別表第３」に改める。 

 別表の基本料金、１カ月につき１０立方メートル当たり１，０００円とし、超過料金、

１立方メートル１３０円に改正するものでございます。また、臨時料金、１立方メートル

１，０００円に改正いたします。第９条第２項の工事検査手数料、１件につき３，０００

円。給水装置工事業者認定手数料、１件につき１万円。加入金、パイ１３ミリ５万円から

パイ７５ミリ２０５万円に改正するものでございます。 

 附則といたしまして、施行日、この条例は平成１９年４月１日から施行する。ただし、

第３１条に規定する料金は、平成１９年５月分から適用いたします。 

 経過措置といたしまして、この条例の施行日前に申し込みがあった給水装置の工事及び

検査に係る手数料及び加入金については、なお従前の例によるものでございます。 

 いずれも旧町の金額に差があるため、阿波市水道事業として健全な維持管理ができ、市

民の皆様へ安全、安心な飲料水が供給できる統一した料金に改めるものでございます。ご

審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原田定信君） 吉岡市民部長。 
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○市民部長（吉岡聖司君） 議案第１７８号徳島県後期高齢者医療広域連合の設立につい

て補足説明をさせていただきます。 

 健康保険法の一部を改正する法律の附則第３６条第１項の規定により、平成１９年２月

１日から高齢者の医療確保に関する法律の施行の準備をするとともに、平成２０年４月１

日から後期高齢者医療の事務を処理するため、地方自治法第２８４条第３項の規定に基づ

き次のとおり規約を定め、徳島県後期高齢者医療広域連合を設けるということで、議会の

議決を求めるものでございます。お手元に参考資料も配付を事前にさせていただいており

ます。 

 後期高齢者の医療制度につきましては、現行の老人保健制度を廃止いたしまして、７５

歳以上を対象とした新しい医療保険制度を２００８年度、再来年平成２０年度に創設する

制度でございます。 

 財源につきましては、後期高齢者の窓口負担のほか保険料１割、公費、国、県、市町村

で５割、他の公的保険からの支援が４割で賄いまして、窓口負担は原則１割、一定以上の

所得者の場合には３割ということでございますが。 

 財政運営につきましては、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行いまして、

保険料徴収は各市町村が担当するということになっております。 

 広域連合の規約につきまして主なところをご説明申し上げます。 

 第１条で、この広域連合は徳島県後期高齢者医療広域連合という。 

 第２条で広域連合を組織する地方公共団体、広域連合は徳島県の区域内のすべての市町

村をもって組織するということでございます。 

 次に、第４条でございますが、広域連合の処理する事務、広域連合は高齢者の医療の確

保に関する法律に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次の各号に掲げる事務を処

理すると。ただし、当該各号に掲げる事務のうち別表第１に定める事務につきましては、

関係市町村において行うということでございます。広域連合で行う事務につきましては、

（１）から（５）まで、資格の管理に関すること、利用給付に関すること、賦課に関する

こと、保険事業に関すること、それと医療制度の施行に関する事務ということでございま

す。 

 次に、第６条でございますが、広域連合の事務所、広域連合の事務所につきましては、

徳島県の川内町、現在国保連合会があります国保会館内に置くということでございます。 

 次に、１５条をお開きをいただきたいと思います。会計管理者、広域連合に会計管理者
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１人を置くと。２項で、前項の会計管理者は前条に規定する補助職員のうちから広域連合

長が命ずると。前項の規定にかかわらず、広域連合長は関係市町村長との協議により、当

該関係市町村の会計管理者の職にある者に第１項の会計管理者を命ずることができると。 

 それから次に、第１８条でございますが、広域連合の経費の支弁の方法でございます。

広域連合の経費は次に掲げる収入をもって充てると。１で（１）関係市町村の負担金及び

納付金、（２）で事業収入、（３）で国及び県の支出金、（４）でその他となっておりま

す。 

 それから、最後になりますが、附則、施行期日、この規約は平成１９年２月１日から施

行すると。ただし、第１５条の規定、これは会計管理者の扱いでございますが、自治法の

改正等によりましての規定の変更もございますので、この分につきましては平成１９年４

月１日から施行するということになっております。 

 以上で徳島県後期高齢者医療広域連合の設立及び規約について概要説明を終わります。

ご審議の上、ご承認賜りますようどうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（原田定信君） 岡島教育次長。 

○教育次長（岡島義広君） 今回、追加の議案といたしまして、済みませんが、私の方か

ら議案第１７９号から議案第１８２号まで補足説明をさせていただきます。 

 議案第１７９号阿波市立阿波図書館の指定管理の指定についてということで、施設の名

称、阿波市立阿波図書館。指定管理者、東京都文京区大塚３丁目４番７号、株式会社図書

館流通センター。３、指定の期間、平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日。 

 議案第１８０号につきましての施設の名称は、阿波市立市場図書館及び阿波市立市場歴

史民俗資料館、議案第１８１号につきましては、施設の名称は阿波市立土成図書館及び阿

波市立土成中央公民館、議案第１８２号につきましては、施設の名称、阿波市立吉野笠井

図書館でございます。 

 この指定管理者に関する今までの経過でございますが、９月議会に議会で条例改正の議

決を受けまして、１０月５日に指定管理者の募集要項及び仕様書の決定をいたしまして、

公募方式ということで、阿波市の広報紙並びに全国に発信ということで阿波市のホームペ

ージにも掲載し、公募を行ったところでございます。公募の現地説明会を１０月２５、２

６日に行いまして、参加の団体は６団体ございました。そして、申請の受け付け最終日を

１１月１５日とし、申請の応募件数は２団体でございました。 

 その後、選定委員会を１１月２０日から３回ほどいたしておるところでございます。応
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募団体の選定に当たりましては、阿波市立図書館等指定管理者候補者選定委員会、これは

１４名の委員さんからなっており、専門委員さんがそのうち４名入っていただいておりま

す。 

 審査の基準ということでは、阿波市に条例がございます阿波市公の施設における指定管

理者の指定の手続等に関する条例第３条を基準といたしまして、１番には、事業計画によ

る公の施設の運営が利用者の平等な利益を確保することができるものであること。第２点

といたしまして、事業計画の内容が当該事業計画に係る公の施設の効用を最大限に発揮さ

せるとともに、その管理に係る経費に削減が図れるものであること。それから、第３点目

といたしまして、事業の計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有す

るものであること。そこらの観点で評価をいたしましたところ、先ほど指定管理のという

ことで、株式会社図書館流通センターとなったところでございます。 

 なお、図書館流通センターにおきましては、福岡県北九州市の門司図書館を初め６地方

公共団体から図書館の指定を受けておる団体でございます。 

 以上で議案第１７９号から議案第１８２号までの補足説明とさせていただきます。ご審

議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（原田定信君） 休憩します。 

            午前１１時２８分 休憩 

            午前１１時２９分 再開 

○議長（原田定信君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 以上で説明が終わりました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 請願第１号 産業廃棄物等から自然環境と生活環境を守るための請願書 

       請願第２号 阿波中学校校舎改築への早期着手についての請願書 

○議長（原田定信君） 次に、日程第６、請願第１号産業廃棄物等から自然環境と生活環

境を守るための請願書、請願第２号阿波中学校校舎改築への早期着手についての請願書を

議題といたします。 

 ただいま議題となっております請願第１号、請願第２号につきましては、会議規則第１

３４条の規定により、お手元に配りました請願文書のとおり、それぞれ所管の常任委員会

に付託いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 
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 次回の日程を報告します。 

 次回は１１日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午前１１時３０分 散会 
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